
令和 5 年度の水質の状況 

１ 概要 

水質の汚濁状況を把握するため、水質汚濁防止法第 15 条に基づき公共用水域及び地下

水の常時監視を行っています。常時監視は、同法第 16 条に基づき作成した測定計画に基

づき実施しています。 

２ 公共用水域の調査地点 

測定計画に定められた常時監視地点として、図１及び表１に示す 4 地点で調査を行いま

した。 

図１：公共用水域調査地点位置図 

表１：公共用水域の調査地点一覧 

 河川名 調査地点 類型 水生生物に係る類型 環境基準点 

1 恩智川 三池橋 C 生物 B 準基準点 

2 第二寝屋川 巨摩橋 D - 準基準点 

3 第二寝屋川 新金吾郎橋 D - 基準点 

4 長瀬川 第二寝屋川合流直前 (D) - 準基準点 

注）長瀬川は類型指定されていないが、第二寝屋川へ流入するため D 類型とみなす。 
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①～④：公共用水域調査地点 



３ 公共用水域の測定結果 

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）の達成状況 

環境基準が設定されている 27 項目について測定を行いました。測定の結果、表２の

とおり 27 項目とも全ての地点で環境基準を達成しました。 

表２：健康項目の測定結果 単位：mg/L 

 環境基準 三池橋 巨摩橋 新金吾郎橋
第二寝屋川

合流直前 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

全ｼｱﾝ 検出されないこと N.D. N.D. N.D. N.D. 

鉛 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

六価ｸﾛﾑ 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

ﾋ素 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

総水銀 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと - - - - 

PCB 検出されないこと N.D. N.D. N.D. N.D. 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

四塩化炭素 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

ﾁｳﾗﾑ 0.006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 



ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ｾﾚﾝ 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

硝酸性窒素及び亜

硝酸性窒素 
10 2.1 2.8 5.3 3.7 

ふっ素 0.8 0.17 0.14 0.18 0.13 

ほう素 1 0.04 0.05 0.07 0.05 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

注）アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限り測定を実施する。 

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）の達成状況 

ア 生物化学的酸素要求量（BOD） 

河川の水質汚濁の代表的な指標として BOD を測定しています。測定の結果、表３

のとおり全ての地点で環境基準を達成しました。 

なお、長瀬川（第二寝屋川合流直前）については類型指定されていませんが、第二

寝屋川に流入するため、第二寝屋川と同様の D 類型として評価しています。 

表３：BOD の測定結果 

 三池橋 巨摩橋 新金吾郎橋 第二寝屋川合流直前 

環境基準 5mg/L 8mg/L 8mg/L (8mg/L) 

測定値(75%値) 2.7mg/L 1.4mg/L 4.7mg/L 1.5mg/L 

注）BOD の環境基準達成状況の年間評価については、日間平均値の 75%値が環境基準に適合している

場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。 

イ 全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS） 

水生生物の保全に係る基準として 3 項目が設定されており、本市の河川では恩智川

のみ類型指定されています。測定の結果、表４のとおり全亜鉛のみ環境基準を達成で

きませんでした。 



表４：全亜鉛、ノニルフェノール、LAS の測定結果 

 全亜鉛 ノニルフェノール LAS 

環境基準 0.03mg/L 0.002mg/L 0.05mg/L 

測定値（年間平均値） 0.019mg/L 0.00007mg/L 0.018mg/L 

(3) 要監視項目の測定状況 

要監視項目とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における

検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」

として、指針値が設定されているものであり、このうち 26 項目について測定を行いま

した。測定の結果、表５のとおり 26 項目とも全ての地点で指針値の超過は見られませ

んでした。 

表５：要監視項目の測定結果 単位：mg/L 

 指針値 三池橋 巨摩橋 新金吾郎橋
第二寝屋川

合流直前 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 0.06 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.2 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 

ｲｿｷｻﾁｵﾝ 0.008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 

ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 0.04 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

ｵｷｼﾝ銅 0.04 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 0.008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 

EPN 0.006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 

ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 0.008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ 0.03 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 



ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ 0.008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 

ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ - <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

ﾄﾙｴﾝ 0.6 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 

ｷｼﾚﾝ 0.4 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 

ﾆｯｹﾙ - 0.003 0.008 0.016 0.014 

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 0.07 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 

ｱﾝﾁﾓﾝ 0.02 0.0015 0.0005 0.0006 0.0005 

全ﾏﾝｶﾞﾝ 0.2 0.07 0.06 0.06 0.02 

ｳﾗﾝ 0.002 0.0003 <0.0002 0.0002 0.0002 

PFOS 及び PFOA 0.00005 0.000032 0.000028 0.000029 0.000026 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生生物) 3 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

ﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) 0.08 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(水生生物) 1 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

注）水生生物の保全に係る 3 項目の指針値については、生物 B 類型の値を示す。 



４ 地下水の調査地点 

市内の全体的な地下水の水質の状況を把握するため、ローリング方式により 17 地点で

調査しています。令和 5 年度は図２及び表６に示す 6 地点で調査を行いました。 

図２：地下水調査地点位置図 

表６：地下水の調査地点一覧 

 調査地点 地区番号 井戸番号 深度(m) 用途区分 調査区分

1 東大阪市永和 0200 303910 180 雑用水 概況調査

2 東大阪市古箕輪 1475 316930 130 散水用 概況調査

3 東大阪市荒本北 0080 316110 150 農業用 概況調査

4 東大阪市池島町 0100 294110 100 農業用 概況調査

5 東大阪市中石切町 1060 342200 不明 散水用 概況調査

6 東大阪市六万寺町 1930 295890 湧水 神社手水 概況調査

５ 地下水の測定結果 

環境基準が設定されている 28 項目について測定を行いました。測定の結果、表７の

とおり全ての地点で環境基準を達成しました。 
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表７：地下水の測定結果 単位：mg/L 

 環境基準 永和 古箕輪 荒本北 池島町 中石切町 六万寺町

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全ｼｱﾝ 検出されないこと N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

鉛 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

六価ｸﾛﾑ 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

ﾋ素 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

総水銀 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと - - - - - - 

PCB 検出されないこと N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

四塩化炭素 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ﾁｳﾗﾑ 0.006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ｾﾚﾝ 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

硝酸性窒素及び亜

硝酸性窒素 
10 <0.08 <0.08 <0.08 0.40 <0.08 <0.08 

ふっ素 0.8 0.26 0.23 0.29 0.11 0.28 0.23 



ほう素 1 0.02 0.03 0.17 0.04 0.14 0.07 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

注）アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限り測定を実施する。 


